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令和７年度第１回我孫子市放課後対策事業運営委員会 議事録 

 

○日 時 令和７年７月１６日（水）午前９時３０分から午前１１時まで 

○場 所 我孫子市役所 分館大会議室 

○出席者 ＜委員＞ 

       阿部政人（委員長）  佐藤哲康 草道達也 甲斐俊光 原綾 

 志賀幸夫 山田奈美 鈴木信人 久本英雄 森井貴美子 上杉裕子  

石井美文 飯田玲子 篠崎敬 

     ＜放課後対策事業スタッフ コーディネーター＞ 

      山﨑七重 野口知美 菅野和美 石川実豊子 

      事務局：子ども支援課 髙橋晃 隈亮介 岩橋純 

 

＊ 議事録作成のための録音許可について 

＊ 傍聴について 

＊ 委嘱状交付 

＊ 資料確認 

 

１．委員長あいさつ  

２．委員自己紹介及び事務局紹介             

３．本委員会の任務及び令和７年度年間スケジュールについて 

４．我孫子市における放課後対策事業について 

（１）我孫子市における放課後対策事業の報告 

（２）令和７年度の検討事項について                                                         

５． 学童保育室・あびっ子クラブの運営報告について            

・高野山小学校の近況 

・我孫子第三小学校の近況 

・我孫子第四小学校の近況 

・根戸小学校の近況 

６．その他   
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１．委員長あいさつ  

【委員長】それでは、皆様、本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして本当にありが

とうございます。我孫子市では、審議会等の会議は原則公開となっておりまして、運営委員

会につきましても公開での開催とさせていただきます。 

また、会議録についても、ホームページ等で公開をさせていただきますので、本日の会

議は録音させていただきますがご了承いただければと思います。 

本日、１名傍聴の方がいらっしゃいますので、ご報告をさせていただきます。 

ホームページでお知らせのとおり、本運営委員会においては、委員に公募委員がおりま

せんので、「我孫子市審議会等の会議の公開に関する規則」第８条により、発言の機会は

ございません。 

委嘱状について、本運営委員会の任期は令和７年５月３１日から令和８年５月３０日ま

での１年間となります。委嘱状の交付については、お時間の関係上、みなさまの机の上に

置かせていただいていますのでご確認をお願いいたします。 

 

２．委員自己紹介及び事務局紹介  

  委員の自己紹介、事務局の自己紹介、コーディネーターの自己紹介を行う。 

 

３．本委員会の任務及び令和７年度年間スケジュールについて 

【委員長】それでは、次第の３番目「本委員会の任務及び令和７年度年間スケジュール」

について、事務局から説明いたします。 

 

【事務局】資料１の２ページ目の下のスライドと資料２をご覧ください。 

放課後対策事業運営委員会の任務は、我孫子市放課後対策事業運営委員会設置要綱に基

づきまして第２条の第１号から第９号を任務としております。 

（１）総合的な放課後対策事業の運営に関すること。 

（２）総合的な放課後対策事業の検証及び評価に関すること。 

（３）総合的な放課後対策事業の問題点等の分析及び改善方策の検討等に関すること。 

（４）教育委員会と市長部局との具体的な連携方策に関すること。 

（５）小学校の余裕教室等の活用方策と公表に関すること。 
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（６）活動プログラムの企画及び充実に関すること。 

（７）ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策に関すること。 

（８）安全管理方策に関すること。 

（９）広報活動方策に関すること。 

 

となっています。皆様方からはこれらのことについて、ご意見を伺いたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

次に令和７年度年間スケジュールです。本運営委員会は、年に２回実施予定で第２回は２

月に開催する予定となっています。日程が決まりましたら、別途ご連絡をいたします。お忙

しいかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。ご質問はよろしいでしょうか。 

 

（質問なし） 

 

４．我孫子市における放課後対策事業について 

（１）我孫子市における放課後対策事業について 

【委員長】それでは、次第の４番目「（１）我孫子市における放課後対策事業について」

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】お配りしました資料１のパワーポイントのスライドに沿って説明いたします。

スライド６をご覧ください。 

昨年度から委員として出席していただいている方もおられますのでご存じの方もいらっし

ゃると思いますが、初めての委員をしていただいている方もいらっしゃいますので、この委

員会で主体となる事業、放課後児童クラブとあびっ子クラブについて簡単に説明させていた

だきます。 

放課後児童クラブとは、当市でいうところの学童保育室のことです。学童保育室は、保護

者が就労や疾病等で放課後や土曜日、夏休み期間などに家庭での保育ができない場合に、児

童を預かる施設です。市内１３の小学校全てに学童保育室があります。 

  

あびっ子クラブは、放課後などに子どもたちが安全・安心して遊んで過ごせる場所として

市内全小学校に設置しています。学校や地域と連携をしながら、地域に根差した運営を目指

し、コーディネーターや地域の有償ボランティアであるサポーターの方々を配置し、様々な
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体験ができる時間を提供するなど、きめ細かな配慮に努めて運営を行っています。平成１９

年に我孫子第一小学校に設置され平成３０年に布佐小学校に設置が完了し、市内全小学校に

設置されています。 

学童保育室と違い、あびっ子クラブは子ども達が自主的に参加する場所で、預かる施設で

はありません。 

  

昨年度実施しました主な事業としましては、３つです。 

一つ目は、スライド８の、あびっ子クラブ登録料の見直しを行いました。昨年度まで年間

１，０００円だったあびっ子クラブの登録料ですが、今年度からは２，０００円に引き上げ

になりました。今年度７月時点の市内全児童数は５，２８７人に対して、あびっ子クラブの

登録者数は２，６５０人で、登録率は５０．１％で、昨年度の登録率に比べて、２．７％減

になっております。 

あびっ子クラブ登録料の見直しによって、登録率に若干の影響がでているとも考えられま

すが、近隣市にはないあびっ子クラブの常設により、子どもたちの居場所として存続させて

まいりたいと思います。 

 二つ目は、スライド９、並木小学童保育室・あびっ子クラブの民間委託を行いました。

民営化の選定方法は公募型プロポーザル方式をとり、株式会社アンフィニに決まりました。

並木小の民営化により、今年度から、公設公営は高野山小、湖北小、湖北台東小、湖北台西

小の４校、公設民営は並木小、四小、新木小、布佐小、布佐南小、一小、根戸小、二小、三

小の９校になります。 

民営委託業者は、スライド１０のとおり、並木小、四小、新木小、布佐小、布佐南小が株

式会社アンフィニ、一小、根戸小が株式会社明日葉、二小、三小がシダックス大新東ヒュー

マンサービス株式会社になります。 

三つ目は、公営学童保育室において、夏休みとその前後の給食がない期間から、お弁当の

注文サービスを導入しました。 

スライド１１をご覧ください。 

「おべんとね！っと」というサイトにて、保護者自身でお弁当を注文する方法です。注文

できるお店は、一店舗、お弁当の種類も「日替わり」のみですが価格は５００円と安価にな

っています。公営学童保育室にてこちらのサービスを導入することで、市内全学童保育室

で、長期休暇中にお弁当の注文ができるようになりました。 

令和６年度の主だった事業としては以上です。 
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【委員長】去年の運営委員会でのご意見を頂戴しながら行ってきた事項になります。登録料

の値上げ、並木小学校の民営委託、公営の学童保育室でお弁当の提供サービスの導入が主な

事業となりますが、何かご意見とか確認事項とかあればお願いしたいと思いますがよろしい

でしょうか。 

 

（意見なし） 

 

先立って新聞に載っていましたが、柏市が我孫子のような各学校への常設型の放課後子ど

も教室の設置を始めたという記事が出ていました。柏市が我孫子市に以前視察に来てくださ

ったことがあって、まだ全校設置はできてないようですが、これから順次全校に設置してい

く予定とのことでした。柏市も我孫子市と同じようようなスタイルで運用されていくと思い

ます。 

 

それでは、次に進みたいと思います。「（２）令和７年度の検討事項について」事務局か

ら説明いたします。 

【事務局】（２）令和７年度の検討事項について  

まずは、契約満了による民営委託業者選定について 

スライド１４をご覧ください。 

今年度で、一小、布佐・布佐南小が民営委託の契約が満了するため、新たに委託業者を選定

することになりました。布佐・布佐南小については、２校で１契約になっています。契約期

間は５年間で、選定方法は今まで同様、公募型プロポーザル方式を採用します。 

 

【委員長】各学校のスタート時期が違うので、契約期間が異なっております。今年は一小と

布佐小、布佐南小が契約期間満了となりますので改めて公募型プロポーザルを行って、次の

事業者を選定させていただきたいということでございます。何かご意見ありますでしょう

か。 

 

（意見無し） 

 

それでは、次に進みたいと思います。次に、「来年度に向けた施設修繕について」事務局か

ら説明いたします。  
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【事務局】 

学童保育室とあびっ子クラブのハード面についてご説明いたします。まず初めに、あびっ

子クラブについては、ほぼ小学校の空き教室を活用して事業を実施しております。施設の修

繕については、小学校なので教育委員会が主となって実施しております。 

一方、学童保育室については、小学校によって事業実施場所が異なっております。小学校

の空き教室を使用しているところが、一小、並木小、湖北台西小、湖北台東小、湖北小、布

佐小、布佐南小の７校です。学校敷地内に専用施設を建てているところが四小、根戸小、二

小、高野山小、新木小の５校、残りの三小は小学校の敷地外に賃貸借物件を借用して運営し

ております。 

 専用施設について、公設公営となってから初めて建てた専用施設の学童保育室が二小学童

保育室です。平成１８年に建てたので２０年近くが経とうとしています。一番新しい専用施

設が四小学童保育室です。平成２６年に新築して１０年が経とうとしてます。 

 学童保育室やあびっ子クラブには長寿命化計画（個別施設計画）があり、老朽化や耐用年

数を鑑みて計画的に修繕等を行っているところですが、湖北小の体育館のように予期し得な

いことが起きると市全体で事業の優先順位も変わってくるため、計画どおりにいかないこと

があります。 

 しかしながら、所管課としては次年度の予算要求時に老朽化した二小学童保育室及び破損

が著しい新木小学童保育室の施設修繕費を要求したいと考えております。 

 また、建物（躯体）以外にも付帯設備、特に空調機についても大きな課題となっておりま

す。建物同様に老朽化や容量不足が課題となっており、この容量不足については、設置当初

は十分に冷房機能を発揮出来ていたものの昨今の猛暑、連日３０度を超えてしまうと容量不

足により「効きが悪い」となってしまいます。空調機についても状況に応じて設計が必要と

なりますので、場合によっては年度を跨った対応となります。次年度は新木小学童保育室、

布佐南小あびっ子クラブ、湖北小学童保育室、湖北小あびっ子クラブについて空調機更新の

予算要求を考えております。 

  

 これまで「老朽化等による建物の修繕」「老朽化や容量不足による空調機の更新」をお話

しさせていただきましたが、最後は「児童数増による保育室の整備」となります。昨今は我

孫子市だけに限らず「少子高齢化」が問題となっておりますが、我孫子市の場合、市全体で

見れば子どもの人数は減少しているものの学童保育室入室希望児童数は増加しており、かつ
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地域差が著しくなっております。最近では特に二小学童保育室の入室児童数増が顕著であり

老朽化だけではなくキャパシティも併せて検討する必要があります。 

 昨今の我孫子市の財政状況を考慮すれば、新しい施設を建てるより空き教室を活用するべ

きとは思いますが、学校も支援級のお子さんが増加している等の課題があり、教室が足りな

い状況です。 

 国としては「更なる学校施設の活用」を推進していますが、責任の所在や「保育室でない

教室を保育室として活用する際の懸念点」等を整理しないとならないため、迅速な解決は困

難だと思いますが、既にキャパオーバーしている二小学童保育室と学校敷地外にある三小学

童保育室について、改善に向けた予算要求を行う予定です。 

 

以上です。 

 

 

【志賀委員】 

今の説明について、子ども達の放課後に係る施設の状況は理解した。これらの課題について

私たち委員は何が出来るのか教えて欲しい。 

 

 

【事務局】 

市役所全体の予算要求がまとまった後、財政部門でパブリックコメントを実施すると思うの

で、ご意見等をいただければと思います。 

 

 

【委員長】 

他にご意見等はございますでしょうか。 

 

（意見なし） 
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【委員長】 

我孫子市の学童保育室は、現時点では入室要件を満たしていれば定員を超えていても小学校

４年生までは必ず入室許可をしていますが、定員超過している保育室については、大変申し

訳ないのですが、５.６年生の入室をお断りせざるを得ない状況であります。 

また、今後課題となるであろう問題が「小 1の壁」です。 

これは、保育園は朝７時から子どもを預けることが出来るのに小学生になると、それが出来

ない。保護者の就業に大きな影響を与える問題です。市としてもどのような対応手法がある

のか、教育委員会とも協議しながら検討しなければならない問題だと捉えています。 

 

それでは次に進みたいと思います。 

次第の５番目「学童保育室・あびっ子クラブの運営報告について」です。 

 

（高野山小学校 コーディネーター 山﨑さん発表） 

（第三小学校 コーディネーター 野口さん発表） 

（第四小学校 コーディネーター 菅野さん発表） 

（根戸小学校 コーディネーター 石川さん発表） 

 

【委員長】 

ありがとうございました。今の４つの小学校について報告いただきましたが、ご質問等あり

ましたら、お願いいたします。 

 

（質問なし） 

 

【委員長】 

各コーディネーターの発表を聞いて、どの小学校でも熱意を持って工夫を重ねながら、我孫

子市の子ども達のことを真剣に考えながら運営を行っていることが良くわかりました。 

これからもよろしくお願いいたします。 
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６．その他 

【委員長】 

それでは、次第の６「その他」です。 

次回の運営委員会は来年の２月頃を予定しています。詳細が分かり次第お知らせいたします

。 

また、委員の皆様から運営委員会で取り上げたい議題等がありましたら、事務局までご連絡

ください。 

以上をもちまして、令和７年度第１回我孫子市放課後対策事業運営委員会を閉会します。 

本日は長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


